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「コムストックローン約款」【コムストックローン・ダイレクト】新旧対照表 
日本証券金融株式会社 

［実施日：2019年 2月 1日］                                                                    （下線箇所は改正部分） 

新 旧 

コムストックローン約款 

【コムストックローン・ダイレクト】 

日本証券金融株式会社 

 

第１条 （略） 

 

第２条（契約の成立および契約期間） 

１ この約款に基づく契約（以下「本契約」といいます。）は、お客様から次に掲げる

書面の提出を受けることにより申込みを受け、当社が審査して適当と認めた場合に成

立するものとし、契約成立日は当社がお客様に送付する契約成立の書面に記載する日

とします。 

(1)～(4) （略） 

２～５ （略） 

６ 次に掲げる事項のいずれかを充足しない場合には、前項に規定する更新の審査にお

いて、適当と認めないものとします。なお、審査の結果、契約を更新できない場合の

理由は開示しないものとし、お客様は、当社の審査の結果および理由の不開示につき

異議を述べないものとします。 

(1) 第２項(2)から(4)までに掲げる事項をいずれも充足していること。 

(2)、(3) （略） 

(4) 第４条第３項(4)に定める融資金の利息の支払いが遅延していないこと。  

(5)  （略） 

 

 

コムストックローン約款 

【コムストックローン・ダイレクト】 

日本証券金融株式会社 

 

第１条 （略） 

 

第２条（契約の成立および契約期間） 

１ この約款に基づく契約（以下「本契約」といいます。）は、お客様から次に掲げる

書面の提出を受けることにより申込みを受け、当社が審査して適当と認めた場合に成

立するものとし、契約成立日は当社がお客様に送付する契約成立の書面に記載する日

とします。 

(1)～(4) （略） 

２～５ （略） 

６ 次に掲げる事項のいずれかを充足しない場合には、前項に規定する更新の審査にお

いて、適当と認めないものとします。なお、審査の結果、契約を更新できない場合の

理由は開示しないものとし、お客様は、当社の審査の結果および理由の不開示につき

異議を述べないものとします。 

(1) 第２項(2)から(5)までに掲げる事項をいずれも充足していること。 

(2)、(3) （略） 

(4) 第４条第３項(3)に定める融資金の利息の支払いが遅延していないこと。  

(5) （略） 
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第３条（担保） 

１～４ （略） 

５ お客様が担保として差し入れることができる有価証券は、国内の金融商品取引所に

上場されている次の各号に掲げるものとします。ただし、外国株券等の外国証券およ

び特定上場有価証券（TOKYO PRO Market等のプロ投資家向け市場のみに上場され

ている有価証券をいいます。）は除きます。なお、担保有価証券のうち担保評価の対

象銘柄とするか否かについては、当社の判断によるものとし、当社は、当該銘柄の発

行者の財務状況および売買高等に応じて適時に担保評価の対象銘柄を変更すること

ができるものとします。 

(1)～(5) （略） 

６～12 （略） 

 

第４条（融資要領） 

１ 融資限度額および融資方法 

(1) 本融資の実行は、当社が決定した融資限度額の範囲内でお客様から申込みを受

けて行うものとします。 

(2) （略） 

(3) 第１号の融資限度額は、担保有価証券のうち融資不適格銘柄を除いた銘柄の時

価額に60％（一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70％以上を占める場合は50％）

を乗じた金額とします。ただし、5,000万円（お客様およびお客様の資産管理会社

が担保有価証券の発行会社の役員または大株主の場合において日証金が必要と判

断したときは3,000万円）を上限とします。 

(4) 前号ただし書の定めにかかわらず、お客様から当社所定の方法により融資限度

額の上限の増額にかかる申込みがあり、当社が担保内容および取引実績等を別途審

査のうえ適当と認めた場合は、融資限度額の上限を１億円以内の当社が定める金額

とすることができるものとします。 

第３条（担保） 

１～４ （略） 

５ お客様が担保として差し入れることができる有価証券は、国内の金融商品取引所に

上場されている次の各号に掲げるものとします。ただし、外国株式等の外国証券は除

きます。なお、担保有価証券のうち担保評価の対象銘柄とするか否かについては、当

社の判断によるものとし、当社は、当該銘柄の発行者の財務状況および売買高等に応

じて適時に担保評価の対象銘柄を変更することができるものとします。 

 

 

(1)～(5) （略） 

６～12 （略） 

 

第４条（融資要領） 

１ 融資限度額および融資方法 

(1) 本融資の実行は、当社が決定した融資限度額の範囲内でお客様から申込みを受

けて行うものとします。 

(2) （略） 

(3) 第１号の融資限度額は、担保有価証券のうち融資不適格銘柄を除いた銘柄の時

価額に60％（一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70％以上を占める場合は50％）

を乗じた金額とします。ただし、3,000万円を上限とします。 

 

 

(4) 前号ただし書の定めにかかわらず、お客様から当社所定の方法により融資限度

額の上限の増額にかかる申込みがあり、当社が担保内容および取引実績等を別途審

査のうえ適当と認めた場合は、融資限度額の上限を１億円以内の当社が定める金額

とすることができるものとします。 
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(5) 日証金は、前２号により定めた融資限度額の上限をお客様の職業、勤務先にお

ける役職および取引状況、担保内容等により、お客様にあらかじめ通知のうえ契約

期間の更新時その他いつでも変更することができるものとします。変更により融資

残高が融資限度額の上限を上回ったときは、当該超過額を返済していただきます。 

(6)～(8) （略） 

２ （略） 

３ 利率、利息計算および徴収方法 

(1) 本融資の利率は、契約締結日において当社が定めるところによるものとします。

ただし、当社は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、一般に行われる

程度のものに変更できるものとし、変更する場合は、Ｅメールおよび当社のウェブ

サイトでその旨をお客様に通知します。 

(2) 前号の利率につき、日証金は融資残高、担保内容等に基づき、一部のお客様に

対し優遇利率を適用する場合があります。この場合には、お客様に対してあらかじ

め通知のうえ、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を取り止め

ることができるものとします。 

(3)、(4) （略） 

４ 遅延損害金 

お客様が第２条第４項に定める契約期間満了日において返済が遅延した場合また

は第７条もしくは第15条第３項により期限の利益を喪失した場合は、その支払うべき

金額に対し、それぞれの期限の翌日から完済される日まで年率14％（年365日の日割

計算）の割合で計算した遅延損害金を支払っていただきます。 

 

第５条、第６条 （略） 

 

第７条（期限の利益の喪失） 

１ お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社から通知、催告等

（新 設） 

 

 

 

(5)～(7) （略） 

２ （略） 

３ 利率、利息計算および徴収方法 

(1) 本融資の利率は、契約締結日において当社が定めるところによるものとします。

ただし、当社は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、一般に行われる

程度のものに変更できるものとし、変更する場合は、Ｅメールおよび当社のウェブ

サイトでその旨をお客様に通知します。 

（新 設） 

 

 

 

(2)、(3) （略） 

４ 遅延損害金 

お客様が第２条第４項に定める契約期間満了日において返済が遅延した場合また

は第７条もしくは第14条第３項により期限の利益を喪失した場合は、その支払うべき

金額に対し、それぞれの期限の翌日から完済される日まで年率14％（年365日の日割

計算）の割合で計算した遅延損害金を支払っていただきます。 

 

第５条、第６条 （略） 

 

第７条（期限の利益の喪失） 

１ お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社から通知、催告等
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がなくても当社に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務

を弁済していただきます。 

(1) （略） 

(2) 手形交換所または電子記録債権法第２条第２項に規定する電子債権記録機関の

取引停止処分を受けたとき。 

(3)、(4) （略） 

(5) 担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が90％以上（融資残高が3,000

万円を超える場合は85％以上）となったとき。 

２ （略） 

 

第８条（弁済金の充当順序） 

お客様から弁済いただいた金額が本契約およびお客様と日証金との間のその他の契

約に基づき日証金に対して弁済いただくべき一切の債務を完済させるに足りないとき

は、日証金が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務のうち、元金、利息、遅延

損害金または費用のいずれにも充当することができるものとします。 

 

第９条、第10条 （略） 

 

第11条（届出事項の変更） 

１ 印鑑、住所、氏名、Ｅメールアドレス、職業、勤務先および金融機関口座その他当

社への届出事項に変更があった場合には、直ちに当社所定の書面または日証金のウェ

ブサイトにより届出をしていただきます。なお、届出に当たっては、当社が必要と認

める書類を提出していただくことがあります。 

２ （略） 

 

 

がなくても当社に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務

を弁済していただきます。 

(1) （略） 

(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

 

(3)、(4) （略） 

(5) 担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が90％以上となったとき。 

 

２ （略） 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

第８条、第９条 （略） 

 

第10条（届出事項の変更） 

１ 印鑑、住所、氏名、Ｅメールアドレスおよび届出金融機関口座その他当社への届出

事項に変更があった場合には、直ちに当社所定の届出事項変更届により届出をしてい

ただきます。なお、届出に当たっては、当社が必要と認める書類を提出していただく

ことがあります。 

２ （略） 
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第12条 （略） 

 

第13条（報告および調査） 

１ 職業、勤務先および財産、収入等の信用状態について当社から請求があったときは、

遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供していただくものとします。 

２ 職業、勤務先および財産、収入等の信用状態について重大な変化を生じたとき、ま

たは生じるおそれのあるときは、当社に対して遅滞なく報告していただくものとしま

す。 

 

第14条（契約の終了） 

１ 第２条第４項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合には、本契約は終了

するものとします。本契約が終了する場合において、残債務があるときは、お客様は

当該残債務を直ちに返済するものとし、担保も完済まで存続し、いずれもこの約款の

適用を受けるものとします。 

(1)、(2) （略） 

(3) お客様が第７条または第15条第３項により期限の利益を喪失したとき。 

(4)  （略） 

(5) お客様が第16条による約款変更に同意しないとき。 

(6)～(8) （略） 

２、３ （略） 

 

第15条 （略） 

 

第16条（約款の改訂変更） 

この約款は、法令等の変更または監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じた

ときは、改訂されることがあります。なお、改訂内容がお客様の従来の権利を制限する、

第11条 （略） 

 

第12条（報告および調査） 

１ 財産、収入等の信用状態について当社から請求があったときは、遅滞なく報告し、

また調査に必要な便益を提供していただくものとします。 

２ 財産、収入等の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれの

あるときは、当社に対して遅滞なく報告していただくものとします。 

 

 

第13条（契約の終了） 

１ 第２条第４項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合には、本契約は終了

するものとします。本契約が終了する場合において、残債務があるときは、お客様は

当該残債務を直ちに返済するものとし、担保も完済まで存続し、いずれもこの約款の

適用を受けるものとします。 

(1)、(2) （略） 

(3) お客様が第７条または第14条第３項により期限の利益を喪失したとき。 

(4)  （略） 

(5) お客様が第15条によるこの約款変更に同意しないとき。 

(6)～(8) （略） 

２、３ （略） 

 

第14条 （略） 

 

第15条（約款の改訂変更） 

この約款は、法令等の変更または監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じた

ときは、改訂されることがあります。なお、改訂内容がお客様の従来の権利を制限する、
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もしくはお客様に新たに義務を課すものであるときは、その改訂内容を日証金のウェブ

サイトまたは書面で通知します。この場合、所定の期日までに所定の方法による異議の

連絡がないときは、同意があったものとして取り扱います。 

 

第17条、第18条 （略） 

 

以 上  

付  則 

１ この改正約款は、2019年２月１日（以下「実施日」といいます。）から実施します。 

２ 改正後の第７条第１項(5)の規定（「融資残高が3,000万円を超える場合は85％以上」

の部分に限ります。）は、実施日前に日証金が融資限度額の上限として個別に3,000万

円超の金額を設定しているお客様については、契約期間満了日までの間は、適用いたし

ません。なお、契約期間を更新した場合は、適用されます。 

 

もしくはお客様に新たに義務を課すものであるときは、その改訂内容を通知します。こ

の場合、所定の期日までに所定の方法による異議の連絡がないときは、同意があったも

のとして取り扱います。 

 

第16条、第17条 （略） 

 

以 上  

 

2018年5月 

 


